
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークから配信されているデータを受信するデータ受信手段と、受信したデータ
を無線信号に変換する信号変換手段と、変換された無線信号を送信する無線信号送信手段
と、データ配信要求設定を記憶する設定記憶手段と、該設定記憶手段内のデータ配信要求
設定にしたがって上記ネットワークにデータ配信要求を行う配信要求送信手段とを有する
無線基地局装置と、
　該無線基地局装置に接続され、データ配信要求設定を設定及び変更する設定変更手段を
有する設定変更装置と、
　上記無線基地局装置から送信された無線信号を受信する無線信号受信手段を有する無線
端末装置とから系を構成して、
　送信手段を持たない複数の無線端末装置が、無線基地局装置から送信される同一のチャ
ネルの無線信号を受信することを特徴とするデータ配信システム。
【請求項２】
　データ配信要求設定を設定及び変更する設定変更手段を有する設定変更装置を、無線基
地局装置に内蔵させた請求項１記載のデータ配信システム。
【請求項３】
　ネットワークから配信されているデータを受信するデータ受信手段と、受信したデータ
を無線信号に変換する信号変換手段と、変換された無線信号を送信する無線信号送信手段
と、データ配信要求設定を記憶する設定記憶手段と、該設定記憶手段内のデータ配信要求
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設定にしたがって上記ネットワークにデータ配信要求を行う配信要求送信手段とを有する
無線基地局装置と、
　上記ネットワークに接続され、該ネットワークを経由してデータ配信要求設定を変更す
る設定変更手段を有する設定変更端末装置と、
　上記無線基地局装置から送信された無線信号を受信する無線信号受信手段を有する無線
端末装置とから系を構成して、
　上記無線基地局装置のデータ配信要求設定を上記ネットワーク側から変更することを可
能にすると共に、
　送信手段を持たない複数の無線端末装置が、無線基地局装置から送信される同一のチャ
ネルの無線信号を受信することを特徴とするデータ配信システム。
【請求項４】
　ネットワークから配信されているデータを受信するデータ受信手段と、受信したデータ
を無線信号に変換する信号変換手段と、変換された無線信号を送信する無線信号送信手段
と、データ配信要求設定を記憶する設定記憶手段と、該設定記憶手段内のデータ配信要求
設定にしたがって上記ネットワークにデータ配信要求を行う配信要求送信手段とを有する
無線基地局装置と、
　設定データ送信手段と、データ配信要求設定を変更する設定変更手段とを有する設定変
更無線端末装置と、
　上記無線基地局装置から送信された無線信号を受信する無線信号受信手段を有する無線
端末装置とから系を構成して、
　上記無線基地局装置のデータ配信要求設定を上記設定変更無線端末装置から変更するこ
とを可能にすると共に、
　送信手段を持たない複数の無線端末装置が、無線基地局装置から送信される同一のチャ
ネルの無線信号を受信することを特徴とするデータ配信システム。
【請求項５】
　ネットワークから配信されているデータを受信するデータ受信手段と、受信したデータ
を無線信号に変換する信号変換手段と、変換された無線信号を送信する無線信号送信手段
とを有する単純無線基地局装置と、
　設定データ送信手段と、データ配信要求設定を変更する設定変更手段と、設定記憶手段
と、配信記憶手段とを有する設定変更無線端末装置と、
　上記単純無線基地局装置から送信された無線信号を受信する無線信号受信手段を有する
無線端末装置とから系を構成して、
　データ配信要求の送信を上記設定変更無線端末装置から行うことを可能にすると共に、
　送信手段を持たない複数の無線端末装置が、無線基地局装置から送信される同一のチャ
ネルの無線信号を受信することを特徴とするデータ配信システム。
【請求項６】
　無線端末装置は、送信手段と受信手段を有するが受信手段のみを使用するものである請
求項１～請求項５のいずれか１項に記載のデータ配信システム。
【請求項７】
　

【請求項８】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＩＰネットワークから配信されるデータを無線端末が受信する技術に関し、特
に、多数の無線端末がサーバ側にデータの受信要求を行わずに、データを受信することが
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前記信号変換手段は、受信したデータを予め決定された無線チャネルの無線信号に変換
することを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか１項に記載のデータ配信システム。

前記データ受信手段は、上記ネットワークからＩＰマルチキャスト配信されているデー
タを受信することを特徴とする請求項１～請求項７のいずれか１項に記載のデータ配信シ
ステム。



可能な技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＩＰマルチキャスト受信を行うには、受信端末がＩＰアドレスを持ちＩＰネットワークに
属した状態で、受信するＩＰアドレスの情報をルータに送信する必要がある。したがって
、数多くの受信端末がＩＰマルチキャストを受信しようとした場合には、それぞれの受信
端末にＩＰアドレスを付与する必要があるため、一つのネットワークに存在できる受信端
末数が限られてしまう。
【０００３】
特に無線を使用したデータ配信装置である場合、無線端末装置の管理を行う必要があるた
め、無線端末装置の数が非常に多い場合（千、万というオーダーの場合）これをサポート
することはかなり難しい。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
例えば、一つの無線基地局装置の配下に、同じ情報を受信する無線端末装置が非常に多く
存在すると考えられる野球場や競馬場など人の多く集まるところで、同一コンテンツを多
数の無線端末装置に配信しようと考えた場合、上述したような従来の方法では、全ての無
線端末装置にＩＰアドレスを割り当て、ＩＰネットワークに参加させる必要がある。
【０００５】
しかし、この方法では、多くの無線端末装置に、ＩＰアドレスを割り当てるのは難しく、
さらに割り当てられたとしても管理することが非常に困難であるという課題があった。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明によれば、上述の課題は、前記特許請求の範囲に記述した手段によって解決され
る。すなわち、請求項１の発明は、ネットワークから配信されているデータを受信するデ
ータ受信手段と、受信したデータを無線信号に変換する信号変換手段と、変換された無線
信号を送信する無線信号送信手段と、データ配信要求設定を記憶する設定記憶手段と、該
設定記憶手段内のデータ配信要求設定にしたがって上記ネットワークにデータ配信要求を
行う配信要求送信手段とを有する無線基地局装置と、該無線基地局装置に接続され、デー
タ配信要求設定を設定及び変更する設定変更手段を有する設定変更装置と、上記無線基地
局装置から送信された無線信号を受信する無線信号受信手段を有する無線端末装置とから
系を構成して、送信手段を持たない複数の無線端末装置が、無線基地局装置から送信され
る 同一のチャネル 受信するデータ配信システムである。
【０００７】
請求項２の発明は、請求項１記載のデータ配信システムにおいて、データ配信要求設定を
設定及び変更する設定変更手段を有する設定変更装置を、無線基地局装置に内蔵させて構
成したものである。
【０００８】
　請求項３の発明は、ネットワークから配信されているデータを受信するデータ受信手段
と、受信したデータを無線信号に変換する信号変換手段と、変換された無線信号を送信す
る無線信号送信手段と、データ配信要求設定を記憶する設定記憶手段と、該設定記憶手段
内のデータ配信要求設定にしたがって上記ネットワークにデータ配信要求を行う配信要求
送信手段とを有する無線基地局装置と、上記ネットワークに接続され、該ネットワークを
経由してデータ配信要求設定を変更する設定変更手段を有する設定変更端末装置と、上記
無線基地局装置から送信された無線信号を受信する無線信号受信手段を有する無線端末装
置とから系を構成して、上記無線基地局装置のデータ配信要求設定を上記ネットワーク側
から変更することを可能にすると共に、送信手段を持たない複数の無線端末装置が、無線
基地局装置から送信される 同一のチャネル 受信するデータ
配信システムである。
【０００９】
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　請求項４の発明は、ネットワークから配信されているデータを受信するデータ受信手段
と、受信したデータを無線信号に変換する信号変換手段と、変換された無線信号を送信す
る無線信号送信手段と、データ配信要求設定を記憶する設定記憶手段と、該設定記憶手段
内のデータ配信要求設定にしたがって上記ネットワークにデータ配信要求を行う配信要求
送信手段とを有する無線基地局装置と、設定データ送信手段と、データ配信要求設定を変
更する設定変更手段とを有する設定変更無線端末装置と、上記無線基地局装置から送信さ
れた無線信号を受信する無線信号受信手段を有する無線端末装置とから系を構成して、上
記無線基地局装置のデータ配信要求設定を上記設定変更無線端末装置から変更することを
可能にすると共に、送信手段を持たない複数の無線端末装置が、無線基地局装置から送信
される 同一のチャネル 受信するデータ配信システムである
。
【００１０】
　請求項５の発明は、ネットワークから配信されているデータを受信するデータ受信手段
と、受信したデータを無線信号に変換する信号変換手段と、変換された無線信号を送信す
る無線信号送信手段とを有する単純無線基地局装置と、設定データ送信手段と、データ配
信要求設定を変更する設定変更手段と、設定記憶手段と、配信記憶手段とを有する設定変
更無線端末装置と、上記単純無線基地局装置から送信された無線信号を受信する無線信号
受信手段を有する無線端末装置とから系を構成して、データ配信要求の送信を上記設定変
更無線端末装置から行うことを可能にすると共に、送信手段を持たない複数の無線端末装
置が、無線基地局装置から送信される 同一のチャネル 受信
するデータ配信システムである。
【００１１】
　請求項６の発明は、請求項１～請求項５のいずれか１項に記載のデータ配信システムに
おいて、無線端末装置は、送信手段と受信手段を有するが受信手段のみを使用するように
構成したものである。

【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態の第１の例のシステム構成を図１を参照して説明する。これは請求項
１の発明に対応する。このシステムは、配信する映像コンテンツデータ１を有し、配信要
求によってコンテンツデータ１の配信を開始するデータ配信サーバ２と、その配信される
コンテンツデータ１を中継するネットワーク３と、コンテンツデータ１を無線にして飛ば
す無線基地局装置４と、無線にして飛ばすコンテンツデータ１を登録する設定変更装置５
と、コンテンツデータ１を受信する無線端末装置６ａ～６ｂによって構成される。
【００１３】
以上の構成において、まず無線端末装置６ａ～６ｂがコンテンツデータ１を受信するまで
の流れを図２に示す。無線端末装置６ａ～６ｂがコンテンツデータ１を受信するための準
備として、設定変更装置５の設定変更手段１００で受信したいコンテンツデータ１の名称
やコンテンツデータ１が格納されているサーバ情報及び配信しているＩＰアドレスやポー
ト番号などの情報を無線基地局装置４の設定記憶手段１０１に設定する（Ｓ１）。
【００１４】
無線基地局装置４は、配信要求送信手段１０２を使用して設定記憶手段１０１に設定記憶
された情報を読み出し（Ｓ２）、コンテンツデータ１の格納されているデータ配信装置２
に対し配信要求を行う（Ｓ３）。配信要求を配信要求受信手段１０３で受信したデータ配
信サーバ２は、要求されたコンテンツデータ１を無線基地局装置４宛てにデータ配信手段
１０４で配信開始する（Ｓ４）。
【００１５】
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また、本発明のデータ配信システムにおいて、前記信号変換手段は
、受信したデータを予め決定された無線チャネルの無線信号に変換することが好ましい。
これにより、無線端末装置は、予め決定された同一のチャネルの無線信号を受信すること
ができる。また、本発明のデータ配信システムにおいて、前記データ受信手段は、上記ネ
ットワークからＩＰマルチキャスト配信されているデータを受信することが好ましい。



配信要求を行った無線基地局装置４は、データ配信サーバ２からコンテンツデータ１が配
信されてくるのを待ち、コンテンツデータ１が配信されてきたらデータ受信手段１０５で
受信し（Ｓ５）、そのコンテンツデータ１を信号変換手段１０６に渡して（Ｓ６）無線信
号に変換し（Ｓ７）、無線信号送信手段１０７はその無線信号に変換されたコンテンツデ
ータ１を受け取り（Ｓ８）予め決定された無線チャネルで配信する（Ｓ９）。
【００１６】
無線端末装置６ａ～６ｂは上記のように設定されたシステムで、無線基地局装置４の配下
で無線信号受信手段１０８を使用し、あらかじめ決定された無線チャネルの受信動作を行
う（Ｓ１０）。以上のような動作を行うことによって、予め配信が設定されたコンテンツ
データ１を、無線基地局装置４配下の無線端末装置６ａ～６ｂが受信することができる。
【００１７】
また、図３に示すように、請求項１に対応する実施の形態の例として、無線基地局装置４
のネットワーク・データ配信サーバ側が、予めコンテンツデータ１をデータ配信手段１０
４を用いて配信しつづけているデータ配信サーバ７と、配信要求受信手段１０３とデ一夕
転送手段１０９をもち、無線基地局装置４からの配信要求を配信要求受信手段１０３で受
信したらデータ配信サーバ７から配信されているコンテンツデータ１をデータ転送手段１
０９で転送するネットワーク８とから構成されていてもよい。この場合のコンテンツデー
タの配信までの一連の処理は図２に示したものと同じであるので説明は省略する。
【００１８】
本発明の実施の形態の第２の例のシステム構成を図４を参照して説明する。本例は請求項
２の発明に対応する。この例のシステムは、設定記憶手段１０１、配信要求送信手段１０
２、データ受信手段１０５、信号変換手段１０６、無線信号送信手段１０７、の各手段に
加え、設定変更手段１００も組み込んだ無線基地局装置９を使用することを特徴とする。
【００１９】
この無線基地局装置９は図１または図３に記載のネツトワーク及びデータ配信サーバに接
続されている。コンテンツデータ１の、無線信号受信手段１０８を有する無線端末装置６
ａ～６ｂへの配信方法は、図２に記載したものと同じなので説明は省略する。
【００２０】
本発明の実施の形態の第３の例のシステム構成を、図５を参照して説明する。この例は請
求項３の発明に対応する。このシステムは、図１及び図２に記載されている設定変更手段
１００を有する設定変更装置５が図４に示すようにネットワーク３に接続されている。
【００２１】
そして、設定変更手段１００を用いて、受信したいコンテンッデータ１の名称や、コンテ
ンツデータ１が格納されているサーバ情報及び配信しているＩＰアドレスやポート番号な
どの情報を無線基地局装置４の設定記憶手段１０１に設定する際にネットワーク３経由で
行うことを特徴とする。コンテンツデータ１の、無線信号受信手段１０８を有する無線端
末装置６ａ～６ｂへの配信方法は、図２に記載したものと同じなので説明は省略する。
【００２２】
本発明の実施の形態の第４の例のシステム構成を、図６を参照して説明する。この例は請
求項４の発明に対応する。このシステムは、図１及び図２に示すのと同じ構成の無線基地
局装置４と無線端末装置６ａ～６ｂに加え、．設定変更手段１００と設定データ送信手段
１１０を有する設定変更無線端末装置１０から構成されることを特徴とする。
【００２３】
この場合、設定変更無線端末装置１０は、無線基地局装置４の設定記憶手段１０１に対し
、受信したいコンテンツデータ１の名称やコンテンツデータ１が格納されているサーバ情
報及び配信しているＩＰアドレスやポー卜番号などの情報の設定データを無線経由で送信
する。コンテンツデータの、無線信号受信手段１０８を有する無線端末装置６ａ～６ｂへ
の配信方法は、図２に記載したものと同じなので説明は省略する。
【００２４】
本発明の実施の形態の第４の例のシステム構成を、図７を参照して説明する。この例は請
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求項５の発明に対応する。このシステムは、単純無線基地局装置１１と配信設定無線端末
装置１２と無線端末装置６ａ～６ｂとで構成されることを特徴とする。配信設定無線端末
装置１２は、設定変更手段１００と設定記憶手段１０１と配信要求送信手段１１１から構
成される。
【００２５】
まず、設定変更手段１００を使用し、受信したいコンテンツデータ１の名称やコンテンツ
データ１が格納されているサーバ情報及び配信しているＩＰアドレスやポート番号などの
情報を設定記憶手段１０１に設定する。その後、配信要求送信手段１０２を使用して、単
純無線基地局１１経由でネットワーク３に対して配信要求を行う。
【００２６】
単純無線基地局装置１１は、ネットワーク３から送信されてくるコンテンツデータ１をデ
ータ受信手段１０５で受信し、そのコンテンツデータ１を信号変換手段１０６を使用して
無線信号に変換し、無線信号送信手段１０７で予め決定された無線チャネルで配信する。
無線端末装置６ａ～６ｂは上記のように設定されたシステムで、無線基地局装置４の配下
で無線信号受信手段１０８を使用し、あらかじめ決定された無線チャネルの受信動作を行
う。
【００２７】
本発明の実施の形態の第６の例の送受信無線端末装置の構成を、図８を参照して説明する
。この例は請求項６の発明に対応する。このシステム構成は図８に示すように、無線端末
装置６ではなく、無線信号送信手段１１２をもつ送受信無線端末装置１３でもって構成さ
れることを特徴とする。送受信無線端末装置１３は無線信号送信手段１１２をもっている
が、請求項１から５に記載された方法で受信準備を行うことによって、無線信号送信手段
１１２を使用することなくコンテンツデータ１を受信する動作を行うことができる。
【００２８】
【発明の効果】
本発明によれば、ＩＰネットワークから配信される１つのデータを、無線基地局の配下に
存在する数多くの端末が、受信要求を送信することなく同時に受信することができる利点
がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の第１の例のシステム構成を示す図である。
【図２】本発明のコンテンツデータ受信までのシーケンス図である。
【図３】本発明の実施の形態の第１の例のシステム構成の他の例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態の第２の例のシステム構成を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態の第３の例のシステム構成を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態の第４の例のシステム構成を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態の第５の例のシステム構成を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態の第６の例の送受信無線端末装置の構成を示す図である。
【符号の説明】
１　　　コンテンツデータ
２，７　　　データ配信サーバ
３，８　　　ネットワーク
４　　　無線基地局装置
５　　　設定変更装置
６ａ，６ｂ　　無線端末装置
９　　　無線基地局装置
１０　　設定変更無線端末装置
１１　　単純無線基地局装置
１２　　配信設定無線端末装置
１３　　送受信無線端末装置
１００　設定変更手段
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１０１　設定記憶手段
１０２，１１１　配信要求送信手段
１０３　配信要求受信手段
１０４　データ配信手段
１０５　データ受信手段
１０６　信号変換手段
１０７，１１２　無線信号送信手段
１０８　無線信号受信手段
１０９　データ転送手段
１１０　設定データ送信手段 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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